




 

前年度に引続いて、法医解剖によって死因を SIDSと判定された事例と、その周辺のもの、

すなわち判定の基準によっては SIDS とされる可能性があるのに、他の死因病名をつけられ

た事例を検討した。資料は日本法医学会が学会内の資料として刊行している法医鑑定例概

要(1981)である。前年度に用いた同書(1980)が始めて刊行された時は、法医解剖を行なっ

いる機関のうち 66 機関が事例を提示したが、1981年度では 70機関にふえ、集録されたも

のは 2,878例から 3,218 例にふえている。しかし、前年度には参加したのに今回は取止め

た機関や、法医解剖のうち司法解剖と行政解剖の両方を実施しているのに、司法解剖例の

みを提示している機関もある。後者においては提示されない多数の行政解剖の中に SIDS

が含まれていると想像され、甚だ残念なことである。また司法解剖は捜査機関が犯罪が死

因に関係するものではないかと疑って、はじめて裁判所の許すのもとに行われるので、解

剖される事例の選択には医学的な判断に法律的判断が先行するという事情がある。それで、

この資料からは全国一律の調査や、地域的な比較は行い難い点があることは否めない。 


